
評価調査者として
評価業務に従事

受講させることが評価
機関の認証要件の１つ

継続研修の受講料及び
登 録 料 の 負 担

居住地の
市町村名

名簿閲覧により評価調査者を選任

評価調査者研修

番号

評価調査者研修

養成研修を再受講

認証要綱第13条第1
項（2）の不正な行為

「 継 続 研 修 ｣ を
毎 年 受 講

名簿への再登録

評価調査者名簿
に 継 続 登 録

継続研修を2年以上
受 講 し て い な い

評価調査者からの
抹 消 申 請

評価調査者名簿
か ら 抹 消

名簿への登録申請
は 必 要 な い

評 価 業 務
に 就 け な い

その他
必要な項目

の交付

他組織主催

評価機関との契約

修了証

所属評価
機関名

氏名
青森県福祉サービス第三者
評価推進委員会の管理名簿

番号

評価機関

名簿の登録

修了証
の無効

１年以内に
登録のこと

養成研修修了

「青森県福祉サービス第三
者評価推進委員会」主催

評価調査者養成研修
各都道府県
推進組織主催

全国保育士
養成協議会主催

評価調査者研修

評価調査者フローチャート

再受講

評価調査者研修全社協主催
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